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令和２年９月２日（第１日） 

開議１３時００分  

 

○議長 星 正彦君  

 只今から、令和２年第７回鞍手町議会定例会を開会します。  

 まず、町長より提出されております地方独立行政法人くらて病院の令和元事業年度に係る

業務実績に関する評価結果の報告。  

 令和元年度鞍手町継続費精算報告書。 

 令和元年度決算に係る財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告。  

 令和元年度教育委員会点検評価の報告及び消防の広域化についてと、監査より提出されて

おります例月現金出納検査報告書をお手元に配布していますのでご確認下さい。  

 これより日程に入ります。  

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います｡ 

 会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において１番議員 添田政勝

議員及び２番議員 野口美恵子議員を指名します。  

 次に､日程第２ 会期の決定を議題とします。  

 今期定例会の会期は、本日から９月１６日までの１５日間にしたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 異議なしと認めます。よって会期は本日から９月１６日までの１５日間に決定しました。  

 次に進みます。  

 日程第３ 人権擁護委員候補者の推薦に関する協議を議題とします。  

 別紙のとおり議会の意見を求められています。  

 これから質疑を行います。  

 人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 お諮りします。  

 人権擁護委員候補者の推薦に関する協議については、会議規則第３８条第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 ご異議なしと認めます。よって人権擁護委員候補者の推薦に関する協議については委員会

付託を省略することに決定しました。  

 これから討論を行います。  

 人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について討論はありませんか。  
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（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 人権擁護委員候補者の推薦に関する協議について、原案を適当と認め、原案どおり決定し

通知することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 異議なしと認めます。よって原案を適当と認めることに決定しました。  

 次に進みます。  

 日程第４ 議案第５６号及び日程第５ 議案第５７号の２件を一括して議題とします。  

 提案理由の説明を求めます｡ 

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

 日程第４ 議案第５６号及び日程第５ 議案第５７号の２件につきまして、一括して提案

説明を申し上げます。  

日程第４ 議案第５６号は、鞍手町教育委員会教育長の任命であります。  

現、鞍手町教育委員会教育長であります 栗田ゆかり氏の任期が、本年１０月３日をもっ

て満了することから、後任として外園哲也氏を任命することについて、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。  

なお、教育長の任期は３年であり、別紙で任命理由及び略歴書を添付しておりますので、

ご参照ください。  

次に、日程第５ 議案第５７号は、鞍手町教育委員会委員の任命であります。  

 現、鞍手町教育委員会委員であります 藤井睦彦氏の任期が、本年１０月６日をもって満

了することから、同氏を再任するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。  

 なお、委員の任期は４年であり、別紙で同氏の任命理由及び略歴書を添付しておりますの

でご参照下さい。  

以上が、日程第４  議案第５６号及び日程第５  議案第５７号の提案説明であります。  

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。   

○議長 星 正彦君  

 これから質疑を行います。  

 議案第５６号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 次に､議案第５７号について質疑はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  
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 お諮りします。  

 議案第５６号及び議案第５７号の２件については、会議規則第３８条第３項の規定により

委員会付託を省略したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 異議なしと認めます。よって議案第５６号及び議案第５７号については委員会付託を省略

することに決定しました。  

 これから討論を行います。  

 議案第５６号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 次に､議案第５７号について討論はありませんか。  

（「なし」の声あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから採決を行います。  

 議案第５６号 鞍手町教育委員会教育長の任命を採決します。  

 教育委員会教育長に外園哲也氏の任命に同意することに賛成の方は挙手をお願いします。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第５６号は同意することに決定しました。  

 次に､議案第５７号 鞍手町教育委員会委員の任命を採決します。  

 教育委員会委員に、藤井睦彦氏の任命に同意することに賛成の方は挙手を願います。  

（「挙手」多数）  

 挙手多数です。よって議案第５７号は同意することに決定しました。  

 しばらく休憩します。  

休憩１３時０７分  

再開１３時１２分  

○議長 星 正彦君  

 会議を再開します。  

 日程第６ 議案第５８号及び日程第７ 議案第５９号の２件を一括して議題とします。  

 提案理由の説明を求めます｡ 

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第６ 議案第５８号及び日程第７ 議案第５９号の２件につきまして、一括して提案

説明を申し上げます。  

日程第６ 議案第５８号は、鞍手町督促手数料及び延滞金徴収条例の一部を改正する条例

であります。 



 4 

 本条例は、所得税法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、鞍手町督促手数料

及び延滞金徴収条例の一部について所要の改正を行うものであります。  

次に、日程第７ 議案第５９号は、鞍手町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例であります。  

本条例は、所得税法等の一部を改正する法律が施行されることに伴い、鞍手町後期高齢者

医療に関する条例の一部について所要の改正を行うものであります。  

以上が、日程第６ 議案第５８号及び日程第７ 議案第５９号の提案説明であります。  

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 星 正彦君  

 本案に対する質疑は後日行います｡ 

 次に､日程第８ 議案第６０号から日程第１２ 議案第６４号までの５件を一括して議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます｡ 

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第８ 議案第６０号から日程第１２ 議案第６４号までの５件につきまして、一括し

て提案説明を申し上げます。  

日程第８ 議案第６０号は、令和２年度鞍手町一般会計補正予算第５号であります。  

本補正予算の主なものを申し上げますと、  

２款 総務費では、７月上旬の大雨により町有地法面の砂岩が民有地内に崩落したことに伴

い、その対応として民有地内に設置する防護棚の費用の一部を負担するため、財産管理費で

補償費として２００万円を計上しております。  

また、庁舎等建設費において、庁舎等建設地内の民有地の取得について所有者との協議が

合意に至ったため、土地購入費及び補償費の関連予算４，３６２万４千円を計上しておりま

す。 

次に、３款 民生費では、国や県の補正予算成立に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防

止対策として、公立保育所、私立保育所、放課後児童クラブなどの衛生用品等の購入に要す

る費用について所要の補正を行っております。  

次に６款 農林水産業費では、認定農業者の機器整備事業が県の補助事業に採択されたた

め、女性農林漁業者の起業活動支援事業補助金として８０万円を計上しております。  

次に８款 土木費では、くらて病院移転地周辺道路改良事業において、県警と協議の中で

信号機の設置について検討する必要が生じたため設計測量委託料として２３２万１千円を計

上しております。  

次に９款 消防費では、一般社団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業

について、西川地区の自主防災組織の発電機、コードリール等の購入事業が採択されたため、

コミュニティ助成事業補助金として２００万円を計上しております。  



 5 

次に１０款 教育費では、公民館図書室の図書購入費として１００万円を、庁舎等建設事

業の関連事業である博物館別館の建設について、具体的に検討するため基本構想策定支援業

務に係る委託料として１６５万円を計上しています。  

また、学校給食センターのボイラー二基のうち、一基のボイラーが、温度が上がらない等

の不具合が生じているため、その更新に係る工事費として４００万円を計上しております。  

一方、歳入では１１款 地方交付税のうち普通交付税が決定したことによる追加をするほ

か、歳出予算に関連し、１５款 国庫支出金及び１６款 県支出金の増減を、１８款 寄附

金については、ライオンズクラブの解散に伴う一般寄附金の追加を、２０款 繰越金につい

ては、令和元年度決算に伴う繰越金の追加を行っております。  

これらの要因により、今回の補正第５号におきまして財源に余剰が生じましたので、歳入

側で財政調整基金からの繰入金を６，７９８万８千円減額することで、補正要因を調製して

おります。 

その結果、歳入歳出それぞれ７，９３７万７千円を追加し、予算総額は、歳入歳出それぞ

れ１０３億８，５６９万９千円としております。 

 次に、日程第９ 議案第６１号は、令和２年度鞍手町国民健康保険事業特別会計補正予算 

第２号であります。  

 本補正予算は、国民健康保険税の本算定に伴い保険税を減額し、国庫支出金、基金繰入金、

前年度繰越金及び諸支出金を追加するもので、これらの増減に伴い県支出金などの補正要因

を調整し、歳入歳出それぞれ２，０８０万５千円を追加して、予算総額を、歳入歳出それぞ

れ１９億１，２９９万５千円としております。  

次に、日程第１０ 議案第６２号は、令和２年度鞍手町後期高齢者医療特別会計補正予算 

第１号であります。  

 本補正予算は、令和元年度の出納閉鎖に伴う滞納繰越保険料及び令和２年度後期高齢者保

険料の本算定に伴う現年度保険料並びに前年度繰越金などの補正要因を調整し、歳入歳出そ

れぞれ１，３５６万６千円を減額して、予算総額を歳入歳出それぞれ２億７ ,３３１万７千円

としております。  

次に、日程第１１ 議案第６３号は、令和２年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計

補正予算第１号であります。  

本補正予算は、人件費、前年度繰越金などの補正要因を調整し、歳入歳出それぞれ５５０

万円を減額し、予算総額を歳入歳出それぞれ９億７，７４３万円としております。  

 次に、日程第１２ 議案第６４号は、令和２年度鞍手町水道事業会計補正予算第２号であ

ります。 

 本補正予算は、人事異動に伴う人件費を調製し、予算３条に定めた、収益的収入及び支出

では、第１款 水道事業費用７５万２千円を追加し、３億４ ,８３１万２千円としております。 

以上が、日程第８ 議案第６０号から日程第１２ 議案第６４号までの提案説明でありま

す。 
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 ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 星 正彦君  

 本案に対する質疑は後日行います｡ 

 次に､日程第１３ 議案第６５号から日程第２１ 議案第７３号までの９件を一括して議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます｡ 

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第１３ 議案第６５号から日程第２１ 議案第７３号までの９件につきましては、令

和元年度の一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算認定並びに公営企業会計の決算認定であ

ります。 

一括して提案説明を申し上げます。  

日程第１３ 議案第６５号は、令和元年度鞍手町一般会計歳入歳出決算認定であります。 

歳入歳出決算額は、  

歳入総額 ７５億９，７５９万７，４４２円  

歳出総額 ７５億３，８０１万４，２９２円  

差引額     ５，９５８万３，１５０円となっており、この差引額から翌年度へ繰越す

べき財源１，２６８万２ ,０３４円を差し引いた実質収支額は、４，６９０万１，１１６円と

なっております。  

次に、日程第１４ 議案第６６号は、令和元年度鞍手町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定であります。  

歳入歳出決算額は、  

歳入総額 １８億８，３６４万１，８０８円  

歳出総額 １８億２，９３７万５，１７３円  

差引額と実質収支額は、５，４２６万６，６３５円となっております。  

次に、日程第１５ 議案第６７号は、令和元年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別

会計歳入歳出決算認定であります。  

歳入歳出決算額は、  

歳入総額 ２，９１９万９，１４８円、  

歳出総額 ２，９１９万９，１４８円、  

差引額と実質収支額は、０円となっております。  

次に、日程第１６ 議案第６８号は、令和元年度鞍手町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定であります。  

 歳入歳出決算額は、  

歳入総額 ２億７ ,０７６万２，３３２円  

歳出総額 ２億６ ,８９５万３，３０４円  
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差引額と実質収支額は、１８０万９，０２８円となっています。  

次に、日程第１７ 議案第６９号は、令和元年度鞍手町住宅新築資金等特別会計歳入歳出

決算認定であります。  

歳入歳出決算額は、  

歳入総額 ６８万６，６８０円、  

歳出総額 ６８万６，６８０円、  

差引額と実質収支額は、０円となっております。  

次に、日程第１８ 議案第７０号は、令和元年度鞍手町流域関連公共下水道事業特別会計 

歳入歳出決算認定であります。  

歳入歳出決算額は、  

歳入総額 ９億３４３万４，４１６円、  

歳出総額 ９億３３９万６，９２９円、  

差引額と実質収支額は、３万７，４８７円となっております。  

次に、日程第１９ 議案第７１号は、令和元年度鞍手町谷山池パイプライン水利施設維持

管理運営費特別会計歳入歳出決算認定であります。  

歳入歳出決算額は、  

歳入総額 ４４７万８，６６２円、  

歳出総額 ４４７万８，６６２円、  

差引額と実質収支額は、０円となっております。  

次に、日程第２０ 議案第７２号は、令和元年度地方独立行政法人くらて病院貸付金等特

別会計歳入歳出決算認定であります。  

歳入歳出決算額は、  

歳入総額 ３億８，５３１万５，２５７円、  

歳出総額 ３億８，５３１万５，２５７円  

差引額と実質収支額は、０円となっております。  

次に、日程第２１ 議案第７３号は、令和元年度鞍手町水道事業会計決算認定であります。 

予算第３条に定めた収益的収入及び支出では、３８３万４，６７３円の黒字決算となって

おります。 

予算第４条に定めた資本的収入及び支出では、８ ,５１０万４，２６５円の資金不足となり

ますが、当年度分までの損益勘定留保資金より補填しております。  

また、損益計算におきましては、当年度純利益は、１１５万１，８２８円となっておりま

す。 

以上が、日程第１３ 議案第６５号から日程第２１ 議案第７３号までの提案説明であり

ます。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 星 正彦君  
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 本案に対する質疑は後日行います｡ 

 次に､日程第２２ 議案第７４号から日程第２４ 議案第７６号の３件を一括して議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます｡ 

 町長。 

○町長 岡崎 邦博君  

日程第２２ 議案第７４号から日程第２４ 議案第７６号までの３件につきまして、一括

して提案説明を申し上げます。  

日程第２２ 議案第７４号は、鞍手町流域関連公共下水道事業西川処理分区管渠築造工事 

第３０工区請負契約の締結であります。  

 同事業で行う西川処理分区管渠築造工事第３０工区は、８月１１日に７共同企業体で指名

競争入札の結果、契約金額は、９，６１８万４千円、  

工期は、契約の効力の発生の日から令和３年２月２６日までとして、東陽・福秀共同企業体

と契約を締結するものであります。  

次に、日程第２３ 議案第７５号は、鞍手町流域関連公共下水道事業西川処理分区管渠築

造工事第３１工区請負契約の締結であります。  

 同事業で行う西川処理分区管渠築造工事第３１工区につきましても、８月１１日に６共同

企業体で指名競争入札の結果、契約金額は、８，８５８万３千円、  

工期は、契約の効力の発生の日から令和３年２月２６日までとして、昌栄・安田共同企業体

と契約を締結するものであります。  

次に、日程第２４ 議案第７６号は、鞍手町流域関連公共下水道事業西川処理分区管渠築

造工事第３２工区請負契約の締結であります。  

 同事業で行う西川処理分区管渠築造工事第３２工区につきましても、８月１１日に５共同

企業体で指名競争入札の結果、契約金額は、１億１９７万円、  

 工期は、契約の効力の発生の日から令和３年２月２６日までとして、水摩・光栄共同企業

体と契約を締結するものであります。  

以上が、日程第２２ 議案第７４号から日程第２４ 議案第７６号までの提案説明であり

ます。 

ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願いいたします。  

○議長 星 正彦君  

 本案に対する質疑は後日行います｡ 

 この際休会についてお諮りします。  

 明日３日から６日までの４日間を休会としたいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

 異議なしと認めます。よって明日３日から６日までの４日間を休会とすることに決定しま



 9 

した。 

 以上をもって、本日の日程は全部終了しました。  

 本日はこれをもって散会します。  

閉会１３時３３分  

 


